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岩手県がん登録情報利用等審議会条例の概要 

 

１ 制定の趣旨 

がん登録等の推進に関する法律（以下「法」という。）第 18条第２項に規定する審議会その他

の合議制の機関として、知事の諮問に応じ同法及びがん登録等の推進に関する法律施行令の規定

によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、岩手県がん登録情報利用等審議会（以

下「審議会」という。）を設置したもの。 

 

２ 条例の内容 

(1) 法第 18 条第２項に規定する審議会その他の合議制の機関として、その権限に属させられた

事項を調査審議するため、審議会の設置について定めたもの。（第１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 委員の数、任期等審議会の組織について定めたこと。（第２条関係） 

(3) 審議会に会長を置き、委員の互選とすること等審議会の会長について定めたこと。（第３条

関係） 

(4) 審議会の招集等審議会の会議について定めたこと。（第４条関係） 

(5) 審議会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる

ことについて定めたこと。（第５条関係） 

(6) 審議会の庶務は、保健福祉部において処理することについて定めたこと。（第６条関係） 

(7) この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

めることについて定めたこと。（第７条関係） 

 

３ 施行日 

  平成 27年 12月 21日 

【法の概要】 

国が、国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存するこ

とで、当該情報についての利活用を図り、がんに係る調査研究及びがん対策の推進を図るもの。 

【条例制定の必要性】 

法第 18条第２項等において、当該情報の利活用に際し、あらかじめ審議会その他の合議制の機関の

意見を聴くこととされたことから、がん登録情報利用等審議会条例を定め、審議会を設置したもの。 
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